
�愛媛県告示第３４３号
保安林の指定施業要件を変更する旨の通知（平成２４年２月愛媛県

告示第２００号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるの

で、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通

知の内容を大洲市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりそ

の要旨を告示する。

平成２４年３月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

�愛媛県告示第３４４号

電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第３９号）第３条第１項の規定に基づき、電線共同溝を整備すべき道路を次のよう

に指定した。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年３月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び大洲市

役所に備え置いて縦覧に供する。）
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告 示

大洲市肱川町予子林２６３７、
２６３９、２６４０

大阪府泉南郡阪南町自然田８６６
番地３８５
山 崎 保 博

〃

大洲市肱川町予子林２５７３、
２６１５の１、２６２１の１、２６２１
の３、２６９４、２６９７の１、
２７３６、２７３８、２７５５の１、
２７５８

名古屋市西区二方町３７番地
堤 京 子 〃

大洲市肱川町大谷２ 大洲市成能甲７４１番地
城 戸 幸 三 〃

大洲市肱川町大谷３９、８２
の１、８２の２、８４、１１２、
１２７、１５９

喜多郡肱川町大字大谷３３０番
地
山 下 廣 美

〃

大洲市肱川町大谷１６１の
２

喜多郡肱川町大字大谷１８７番
地
寺 田 伊佐男

〃

大洲市肱川町大谷１４５３の
１、１４５３の２、１４５３の３、
１４５３の４

大阪府守口市馬場町二丁目１５
番地２ ビックバーンズ３０３号
小 川 文 雄

〃

大洲市肱川町大谷１５０４の
２

喜多郡大谷村１５１３番地
三 瀬 俊 藏 〃

大洲市肱川町大谷１４５８の
１、１４５８の２、１４９１、
１４９２、１５０４の１

喜多郡肱川町大字大谷１５１３番
地
三 瀬 正

〃

大洲市肱川町大谷１５００
喜多郡肱川町大字大谷１５１３番
地
三 瀬 俊 蔵

〃

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

大洲市肱川町宇和川３７８６、
３７９０、３８３２、３８４２

東京都日野市多摩平三丁目１
番地１
尾 下 章二郎

森林所有者

大洲市肱川町宇和川３９０６ 大洲市宇和川甲１６１７番地３
山 崎 善 秋 〃

道 路 の 種 類 路 線 名 区 間 敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

メートル

県 道 松山港線
松山市中央１丁目１１番１地先から

松山市宮西１丁目２７番１地先まで
２７．０～３１．３ １，０１６

毎週（火・金）曜日発行 第２３５２号 平成２４年３月２１日

平成２４年３月２１日水曜日 第２３５２号

��������������

愛 媛 県 報

２０９



�������
�愛媛県告示第３４５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づ

き、大洲市都市計画公園事業４・４・３城山公園（大洲市施行）の

事業計画の変更を次のように認可した。

平成２４年３月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事業施行期間

平成１５年６月３日から

平成３２年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

大洲市大洲字三ノ丸地内

� 使用の部分

なし

�������
�愛媛県告示第３４６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定による

都市計画事業の事業計画の変更について、次のとおり公告する。

平成２４年３月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画事業の種類及び名称

八幡浜都市計画道路事業

３・４・２白浜大平線

２ 施行者の名称

愛媛県

３ 事務所の所在地

松山市一番町四丁目４番地２

４ 事業地の所在

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

なし

�������
�愛媛県告示第３４７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定による

都市計画事業の事業計画の変更について、次のとおり公告する。

平成２４年３月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画事業の種類及び名称

南予レクリエーション都市計画道路事業

３・４・３２大浦１号線

２ 施行者の名称

愛媛県

３ 事務所の所在地

松山市一番町四丁目４番地２

４ 事業地の所在

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

なし

�������
�愛媛県告示第３４８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定による

都市計画事業の事業計画の変更について、次のとおり公告する。

平成２４年３月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画事業の種類及び名称

今治広域都市計画道路事業

３・５・３５丸田辻堂線

３・５・２７今治日高線

７・６・３榎橋日高線

３・５・３６丸田馬越線

２ 施行者の名称

愛媛県

３ 事務所の所在地

松山市一番町四丁目４番地２

４ 事業地の所在

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

なし

�愛媛県告示第３４９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年３月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

〃 六軒家石手線
松山市中央１丁目１０番１地先から

松山市本町６丁目６番７地先まで
１９．９～２７．６ ６２３

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 湯山北条線
松山市河野中須賀２９１番６から

同市河野中須賀２９３番９まで

旧 ９．０～１０．５ ０．０３４

新 １０．４～１０．７ ０．０３４
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�愛媛県告示第３５０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年３月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３５１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年３月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３５２号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２４年３月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３５３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年３月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３５４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年３月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 湯山北条線
松山市河野中須賀２９１番６から

同市河野中須賀２９３番９まで
平成２４年３月２２日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４９４号
上浮穴郡久万高原町渋草１００９番地先から

同町渋草１６３５番まで
平成２４年３月２１日

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１９）第１３９３０号 平成２０年
２月２日 （有）土居建築 土居 通夫 宇和島市丸穂町３－１－

１５
平成２４年
２月２８日 大工工事業 建設業の廃止

（一部）

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号
西予市三瓶町朝立字畑岡１番耕地５４６番６１から

同町朝立字畑岡１番耕地５４５番９７まで

旧 １３．３～２１．２ ０．０８５

新 １３．３ ０．０８５
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�愛媛県告示第３５５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年３月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛地方労働組合執行委員長玉井博司から次のとおり争

議行為を行う旨の通知が平成２４年３月７日あったので公表する。

平成２４年３月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事件 平成２４年度賃金引上げその他に関する事項

２ 日時 平成２４年３月２３日正午以降本問題が完全解決に至る間

３ 場所

４ 概要 前記記載の場所においてあらゆる形の争議行為を単独又

は併用して実施する。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
西予市三瓶町朝立字畑岡１番耕地５４６番６１から

同町朝立字畑岡１番耕地５４５番９７まで
平成２４年３月２１日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
西予市三瓶町朝立字畑岡１番耕地５４６番１５地先から

同町朝立字畑岡１番耕地５４６番６１まで
平成２４年３月２１日

公 告

病 院 名 所 在 地

財団法人創精会 松山市美沢１－１０－３８

医療法人敬愛会久米病院 松山市南久米７２３

医療法人清和会和ホスピタル 松山市柳原７３９

財団法人真光会 松山市南高井１４９１

医療法人光佑会くろだ病院 伊予郡松前町大字神埼５８６

医療法人北辰会西条市民病院 西条市小松町妙口甲１５２１

財団法人新居浜精神衛生研究所 新居浜市松原町１３－４７

財団新居浜病院

医療法人十全会十全第二病院 新居浜市角野新田町１－１－２８

八幡浜医師会立双岩病院 八幡浜市若山４番耕地１６３
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